
8

◆
ご
存
知
で
す
か
？

　
　
　
国
民
年
金
の
免
除
制
度

国
民
年
金
に
は
申
請
に
よ
り
保

険
料
の
納
付
が
免
除
さ
れ
る
制
度

が
あ
り
ま
す
。

免
除
に
は
全
額
免
除
・
納
付
猶

予
と
４
分
の
３
免
除
・
半
額
免

除
・
４
分
の
１
免
除
の
区
分
が
あ

り
、
そ
れ
ぞ
れ
一
定
の
条
件
に
該

当
し
た
場
合
に
承
認
さ
れ
ま
す
。

申
請
す
る
と
申
請
者
本
人
の
ほ

か
、
配
偶
者
お
よ
び
世
帯
主
の
方

の
所
得
の
審
査
を
行
い
ま
す
。

◎
免
除
申
請
に
持
参
す
る
も
の

・
年
金
手
帳
な
ど
基
礎
年
金
番
号

が
分
か
る
も
の

・
印
鑑
（
朱
肉
を
使
う
も
の
）

※
平
成
25
年
１
月
１
日
時
点
で
茂

原
市
に
住
所
が
な
か
っ
た
方
は
次

の
書
類
も
必
要
で
す
。

・
所
得
証
明
書
（
平
成
25
年
１
月

１
日
時
点
に
住
所
を
置
い
て
い
た

市
区
町
村
で
取
得
し
て
く
だ
さ

い
）

退
職
さ
れ
た
方
は
特
例
免
除
制
度

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

特
例
免
除
申
請
は
、
申
請
す
る

年
度
ま
た
は
前
年
度
に
お
い
て
退

職
の
事
実
が
あ
る
と
き
に
限
っ
て

利
用
で
き
る
制
度
で
す
。

特
例
免
除
申
請
を
す
る
と
、
退

職
さ
れ
た
方
の
所
得
は
審
査
の
対

象
か
ら
除
か
れ
ま
す
。

◎
特
例
免
除
に
必
要
な
も
の

前
述
の
持
ち
物
に
加
え
て

・
離
職
票
ま
た
は
雇
用
保
険
受
給

資
格
者
証
（
写
し
可
）

お
問
い
合
わ
せ
は
、

市
国
保
年
金
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
０
３
、Ｆ
⒇
１
６
０
０
へ
。

　◆
子
ど
も
医
療
費
助
成
受
給
券
の

更
新
と
所
得
制
限
限
度
額
の
変
更

に
つ
い
て

市
で
は
、
０
歳
～
中
学
３
年
生

ま
で
の
お
子
さ
ま
を
対
象
に
「
子

ど
も
医
療
費
助
成
受
給
券
」
を
発

行
し
て
い
ま
す
。

８
月
か
ら
使
用
で
き
る
受
給
券

は
、
受
給
資
格
等
を
決
定
し
た

後
、
７
月
下
旬
に
発
送
し
ま
す
。

な
お
、
住
民
税
が
未
申
告
で
あ

る
場
合
は
、
受
給
資
格
等
を
確
認

で
き
な
い
た
め
、
受
給
券
を
発
送

す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
必
ず

住
民
税
の
申
告
を
し
て
く
だ
さ

い
。ま

た
、
子
ど
も
医
療
費
助
成
制

度
の
所
得
制
限
限
度
額
が
変
更
に

な
り
ま
し
た
。
所
得
超
過
に
よ
り

助
成
を
受
け
て
い
な
い
方
が
、
助

成
を
受
け
る
た
め
に
は
再
度
申
請

が
必
要
と
な
り
、
下
記
の
表
を
参

考
に
し
て
７
月
26
日
㊎
ま
で
に
お

手
続
き
く
だ
さ
い
。

申
請
に
必
要
な
書
類
＝
①
子
ど

も
医
療
費
助
成
申
請
書
（
健
康
管

理
課
に
あ
り
ま
す
）
②
お
子
さ
ま

の
健
康
保
険
被
保
険
者
証
の
コ

ピ
ー
③
印
鑑
④
平
成
25
年
１
月
２

日
以
降
本
市
に
転
入
さ
れ
た
方

は
、
父
母
の
平
成
25
年
度
（
平
成

24
年
分
）
所
得
課
税
証
明
書
（
記

載
内
容
に
省
略
の
な
い
も
の
）

※
控
除
対
象
配
偶
者
は
不
要
、
源

泉
徴
収
票
不
可

収
入
が
給
与
の
み
の
方
＝
所
得

額
は
源
泉
徴
収
票
の
「
給
与
所
得

控
除
後
の
金
額
」
と
な
り
ま
す
。

　

そ
の
他
の
方
＝
所
得
額
は
年
間

収
入
金
額
か
ら
必
要
経
費
を
差
し

引
い
た
額
に
な
り
ま
す
。
※
扶
養

親
族
等
の
数
に
応
じ
た
所
得
額
に

よ
り
判
定
※
基
礎
控
除
と
し
て
一

律
８
万
円
の
ほ
か
に
各
種
控
除
も

あ
り
ま
す
の
で
目
安
と
し
て
く
だ

さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ
は
、

市
健
康
管
理
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
７
４
、Ｆ
⒇
１
６
０
０
へ
。

　◆
忘
れ
ず
に
納
付
し
ま
し
ょ
う
！

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税（
第

２
期
）
と
国
民
健
康
保
険
税
（
第

１
期
）
の
納
期
限
は
７
月
31
日
㊌

で
す
。
最
寄
り
の
金
融
機
関
も
し

く
は
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で

納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
国

民
健
康
保
険
税
の
納
税
通
知
書
は

７
月
中
旬
発
送
予
定
で
す
。

納
期
内
に
納
付
で
き
な
い
事
情

の
あ
る
方
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
納
税
に
は
便
利
な
口
座

振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ
は
、

市
収
税
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
７
８
、Ｆ
⒇
１
６
０
９
へ
。

◆
平
成
25
年
度
交
通
災
害
共
済

一
般
会
員
募
集

万
一
の
交
通
事
故
に
備
え
て
交

通
災
害
共
済
に
加
入
し
ま
せ
ん

か
。
現
在
加
入
さ
れ
て
い
る
方

は
、
８
月
31
日
で
共
済
期
間
が
切

れ
ま
す
の
で
、
再
加
入
の
手
続
き

を
忘
れ
ず
に
し
ま
し
ょ
う
。
加
入

申
込
書
お
よ
び
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は

自
治
会
を
通
じ
て
配
布
す
る
ほ

か
、
受
付
場
所
に
も
ご
用
意
し
て

い
ま
す
。

加
入
で
き
る
方
＝
茂
原
市
に
居

住
し
て
い
る
方
／
共
済
期
間
＝
９

お
知
ら
せ

免除の承認をされた場合と未納の場合の違い

老齢基礎年金 納付 １／４
免除 半額免除 ３／４

免除 全額免除
若年者
納付
猶　予

未納

平成25年度納付月額 15040円 11280円 7520円 3760円 ─ ─ ─

受給資格期間 ○
○指定された額が未納の場合、
一部免除が無効（未納と同じ）
になります。

○ ○ ×

年金額の計算 ○ 7/8 6/8 5/8 4/8 × ×

○…算入されます　　×…算入されません

扶養親族
等の数

所得制限
限度額
（万円）

扶養親族
等の数

所得制限
限度額
（万円）

0人 532.0　 0 人 622.0　
1 人 570.0　 1 人 660.0　
2 人 608.0　 2 人 698.0　
3 人 646.0　 3 人 736.0　
4 人 684.0　 4 人 774.0　
5 人 722.0　 5 人 812.0　

平成25年 8月 1日からの所得制限限度額が変わります。

⇨
≪平成25年 8月から≫
新たな児童手当

≪現行≫　
旧児童手当特例給付


